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No.845 2024 年 5 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

●国保税率の改定

　町では東京都から示された「標準保険料率」を参考に「国保財政健全化計画」を策定し、計画的な税

率改定により、法定外繰入を段階的に削減していくこととしています。

　令和６年度の国保税率改定では、下表のとおり改定しました。

項目
令和６年度

標準保険料率
令和６年度① 令和５年度② 比較①ー②

医療分

所得割 ８．５２％ ５．９０％ ５．６０％ ０．３０％

均等割 ５１，３７６円 ２９，５００円 ２８，１００円 １．４００円

限度額 ー ６５０，０００円 ６５０，０００円 ０円

後期高齢者

支援分

所得割 ２．８６％ ２.００％ １.９０％ ０．１０％

均等割 １６，８１６円 １１，０００円 １０，５００円 ５００円

限度額 ー ２４０，０００円 ２２０，０００円 ２０，０００円

介護納付金分

所得割 ２．３１％ １．９５％ １．８５％ ０．１０％

均等割 １６，７８２円 １２，６００円 １２，０００円 ６００円

限度額 ー １７０，０００円 １７０，０００円 ０円

・国保税の軽減

　国保世帯の合計所得が一定金額以下の世帯は、保険税均等割額が軽減されます。

　申請の必要はありませんが、軽減を受けるためには、世帯主を含む被保険者全員の方の所得の申告が

必要です。

・未就学児の保険税均等割額の軽減

　子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割の５割を減額します。

・納税通知書の送付

　令和６年度の国民健康保険税の納税通知書は、７月上旬に送付します。

・医療費の節約にご協力ください

　日頃の生活習慣を振り返り、特定健診を受診するなど、健康保持・増進に努めることが大切です。後

発医薬品（ジェネリック医薬品）などの利用も薬代の節約につながります。

みなさんのご協力をお願いします。

※問い合わせは、

・住民課　総合収納係（国民健康保険税について）　　 　☎８３－２１９０

・住民課　総合窓口係（国民健康保険の制度について）　 ☎８３－２１８２
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